
現行 改定後
2km以上 4km未満 2,000円 2,000円
4km以上 6km未満 4,500円 3,800円
6km以上 10km未満 7,100円 5,400円
10km以上 14km未満 10,300円 7,600円
14km以上 18km未満 13,500円 9,800円
18km以上 22km未満 16,700円 12,000円
22km以上 26km未満 19,900円 14,200円
26km以上 30km未満 23,100円 16,400円
30km以上 34km未満 26,300円 18,600円
34km以上 38km未満 29,500円 20,800円
38km以上 42km未満 32,700円 23,000円
42km以上 46km未満 34,500円 25,100円
46km以上 50km未満 36,300円 27,200円
50km以上 54km未満 38,100円 29,300円
54km以上 58km未満 39,900円 31,400円
58km以上 62km未満 41,600円 33,500円
62km以上 66km未満 43,300円 35,600円
66km以上 70km未満 45,000円 37,700円
70km以上 74km未満 46,700円 39,800円
74km以上 78km未満 48,400円 41,900円

現行 改正後 78km以上 82km未満 50,000円 44,000円
82km以上 86km未満 50,000円 46,100円
86km以上 90km未満 50,000円 48,200円
90km以上 94km未満 50,000円 50,300円
94km以上 98km未満 50,000円 52,400円
98km以上 50,000円 54,500円
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扶養手当、通勤手当、教員特殊業務手当の改定に係る概要をお知らせします。

（Ｈ３０年４月１日～ 段階的に実施）

・配偶者に係る手当額を減額し、子に係る手当額を引上げ

（Ｈ３０年４月１日～）

・交通機関等利用者の全額支給の限度額を引上げ

【５５,０００円→７０,０００円】

・自動車等使用者の距離区分の上限を引上げ

【７８km→９８km】

・自動車等使用者の手当額を改定

（Ｈ３０年１月１日～）

・各種業務に係る手当額の引上げ
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☆通勤手当月額表（自動車等利用者）

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくおねがいします。

今回は、給与改定と就学援助についてです。お知らせもありますので、ご覧ください♪

給料表や期末勤勉手当

の支給割合の改定はあ

りません。

78㎞以上の区分が新設されました。

自転車を利用した場合は変更

ありません。自動車とは別に

手当額が決められています。

DOWN

DOWN

※ 配偶者がない場合の扶養親族１人目についての月額です。

※

※



この1月から､共済組合のどの貸付も利率が下

がります。新規の場合も前から借りている場合

も対象です。償還表がお手元に届くと思います。

詳しい利率や申込をされる方は、事務職員へお

尋ねください。償還のシミュレーションもHP

でできます。
平成２９年中の所得や

所得税の明細です。確定

申告や保育施設等申請に

必要です。必ず保管しコ

ピーするなどしてご利用

ください。もし、疑義が

ありましたら事務職員ま

でお知らせください。

【確定申告は2/16～

3/15です。ICTの活用

も良いですよ】

就学援助「 新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給

美祢市では、平成３０年度小・中学校新入学予定者の保護者で、就学援助の

要件を満たす方を対象に、「新入学児童生徒学用品費等」を入学前の１月に

支給します。(今までは入学後の７月）

・就学時健康診断で文書配付

・保護者が 市教委へ申請

・１月中旬に保護者の口座に振り込まれる

支給予定額 ４０，６００円

・現在認定を受けている保護者に文書配布

・申請の必要なし

・１月の就学援助費と同時に振り込まれる

支給予定額 ４７，４００円

小学校入学予定 中学校入学予定

退職関係書類は早めに手続きしましょう。 再就職の方・

仕事をされない方も、健康保険の加入または被扶養者認定が

必要です。共済組合の任意継続は掛金の算定が変わりますの

でご注意ください。（今までより高くなることが多い）

退職事務説明会での資料｢退職後の諸給付等の手引き｣をよ

くご覧ください。

共済組合から､年度始めに配付された「セントコア山口」の宿泊補助クーポンは利

用されましたか？ 5,000円の補助が2枚あります。（親でも子でもＯＫ！）詳しく

はパンフレットをご覧ください。【５月末まで有効】

・入学前支給を申請しない場合でも、４月に就学援助の申請を行い４月認定となった場合は、

入学後（７月）に新入学学用品費を支給します。

・入学前支給の申請を行い認定された場合でも、次年度就学援助の申請は再度必要です。

・転出の予定がある方は除きます。


